
 

 

 

 

 

 

 

 

夫婦・恋人間の問題、離婚、ＤＶ（ドメスティック・

バイオレンス：夫婦や恋人など特に親しい関係の中で

行われる暴力）やセクシュアル・ハラスメント、雇用

問題など、女性の人権に関する法律問題について、無

料相談を行います。この機会に、ぜひご利用ください！ 

 

相談日 相談時間 予約受付開始日 

令和４年   ５月 ９日（月） 

13:00～16:45 

（1 人あたり 45

分） 

4 月 25 日（月） 

令和４年   ８月   ８日（月） 7 月 25 日（月） 

令和４年 １１月   ７日（月） 10 月 24 日（月） 

令和５年     ２月  ６日（月） 1 月 23 日（月） 

 

【定 員】  各日４人（予約制、先着順）※原則として、市内在住の女性 

【会 場】  福津市役所 本館 

【相談員】  岩城和代さん（弁護士） 

【相談料】  無料 

【託 児】  あり（子ども１人３００円《生後５か月～就学前》） 
※事前の予約（相談日の１週間前まで。）が必要です。 

 

 

 

 

 

受付開始日の午前９時から、電話にて受付をします。 

氏名・連絡先・相談内容・託児の有無をお知らせください。 

※受付時に質問事項をお聞きします。あらかじめご了承ください。 

※ご利用は１人、１年度内に１回です。 

＜受付・問い合わせ＞ 福津市 市民部 男女共同参画推進室  
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【申し込み方法】 

「男女共同参画宣言都市・ふくつ」 


